
令和８年度入所分
加東市アフタースクール

(放課後児童健全育成事業)
オンライン申請の手引き

オンライン申請の前に必ずお読みください。
※注意事項も含まれています。

お問合せ先
加東市こども教育課 0795-43-0546



共通事項

①全ての入力におよそ10分程度時間を要します。

②1つの申請で、5名まで申し込むことができます。

③家庭で保育を受けることができない事由を証する添付書類(就労証明書等) に記載漏れがないか確
認の上、入力を開始してください。

※令和8年度入所申込で既に家庭で保育を受けることができない事由を証する添付書類（就労証明書
等）を提出したことがあり、添付書類の内容に変更がない場合は、新たに提出していただく必要は
ありません。

④家庭で保育を受けることができない事由を証する添付書類(就労証明書等)は、ファイル(PDF、
Excel、Word等)又は鮮明な画像データ(JPG、JPEG、GIF、PNG形式のもの。スマートフォンの写真で
も可。)をアップロードしてください。

⑤添付書類の撮影の際は、手振れや強い光が入らないようご注意ください。内容が判別できない場
合や不備があった場合の再提出は、紙提出でお願いすることがありますので、ご了承ください。

⑥オンライン申請では、申請フォームで入力いただくため、「利用申込書」、「申立書」及び「確
認書兼同意書」の作成・添付は不要です。

⑦就労証明書等の様式は、加東市ホームページ(令和8年度アフタースクール(放課後児童健全育成事
業)入所申し込みについて内)からダウンロードすることができます。

申請の前に確認をお願いします
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アフタースクール入所条件

事前に、「令和8年度加東市アフタースクール入所案内」をご覧いただき、対象児童の条件、添
付書類等の確認をお願いします。

添付書類(家庭で保育を受けることができない事由を証する書類)

18歳以上65歳未満の同一世帯全員分の添付書類が必要です。

(住民票上、同一世帯であるか否かで判断します。)

保護者(父母)が「単身赴任中」の場合は、住民票上、同一世帯であるか否かに関わらず必要で
す。

なお、保護者等が「求職活動中」、「休職中」又は「育児休業制度を利用中」の場合は対象と
なりません。

申請の前に確認をお願いします
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添付書類(家庭で保育を受けることができない事由を証する書類)

申請の前に確認をお願いします

必要書類家庭で保育を受けることができない事由

就労証明書就労

母子健康手帳の出産される方の名前が記載され
た表紙及び出産予定日が記載されているページ

出産(出産予定日の前8週間・出産後8週間)

疾病：診断書
障害：身体障害者手帳等の写し

保護者等の疾病・障害

身体障害者手帳、介護保険被保険者証等
(看護・介護を受ける方がお持ちの場合は提供
いただき、必ず添付してください。)

同居又は長期入院等をしている親族の看護・
介護

在学証明書、学生証、職業訓練を受けることを
証する書類等

就学、職業訓練中

※就労証明書は、認定こども園、保育所申込時に提出する書類と同じものでも可としますが、事前に
コピー等を取り、オンライン申請時に必ず添付してください。
※自営業・農業の方は、就労証明書のほか、確定申告をしていない場合のみ、収入を得ていることが
わかる書類を添付してください。
※アフタースクールに入所を希望する児童が障害者手帳、療育手帳等をお持ちの場合は添付をお願い
します。
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申請フォームへのアクセス方法
①加東市ホームページにアクセス
②ライフシーンで探す内の「入園・入学」をクリック
③該当年度の「アフタースクール(放課後児童健全育成事業)

の入所申し込みについて」を選択
④「アフタースクールオンライン申請フォーム」をクリック

①

②

③

④

ページ遷移
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4ページの「アフタースクールオンライン申請フォーム」
をクリックすると、左記の申請フォームに遷移します。

[入力を行う前に必ずお読みください]を必ずご確認くださ
い。

申請フォームへのアクセス方法

▲必ずお読みください。

Grafferアカウントを利用する方： 6ページ参照
Grafferアカウントを利用しない方：10ページ参照

●加東市のオンライン申請は、「Grafferスマート申請」
を活用しています。アフタースクールのほか、各種行政手
続きもオンラインで行うことが可能です。

●Grafferアカウントをご利用いただくと、申請内容等の
一時保存や申請履歴の確認をすることができます。

●Grafferアカウントをご利用されない場合、申請内容に不備が
あり差し戻しになった場合は、１から申請し直しになります。

⇒ Grafferアカウントのご利用をおすすめします。
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●Grafferアカウントを利用する方

Grafferアカウントを新規に作成する方又はアカウントをお持ちの方は、申請フォームの

「新規登録またはログインして申請」を選択してください。

申請の前に(Graffer)

アカウントをお持ちの方：7ページ参照
アカウントを新規に作成する方：8ページ参照
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●Grafferアカウントを利用する方

【アカウントをお持ちの方】

申請の前に(Graffer)

Grafferアカウントをお持ちの方は、
Grafferアカウント規約・プライバシー
ポリシーに同意の上、ログインをしてください。
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●Grafferアカウントを利用する方

【アカウントを新規に作成される方】

申請の前に(Graffer)

Grafferアカウントを新規に作成される方は、「新規アカウント登録」をクリックして
ください。
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●Grafferアカウントを利用する方

【アカウントを新規に作成される方】

申請の前に(Graffer) 氏名、メールアドレス、パスワードを設定して
作成する方法

①Googleアカウントの情報を使いたい方
②LINEアカウントの情報を使いたい方

GoogleアカウントやLINEアカウント情報を
使って作成する方法

登録ボタンをクリック後に届くメール本文にある登録用
URLをクリックすればアカウント登録は完了します。

①

②
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●Grafferアカウントを利用しない方

申請の前に(Graffer)

Grafferアカウントを作成・使用しない場
合は、「アカウント登録せずにメールで申
請」をクリックしてください。

メールアドレスを入力する項目が出てきま
すので、申請に利用するメールアドレスを
入力し、「確認メールを送信」をクリック
してください。

（注意）申請内容に不備があった場合、申請を差し戻すことが
あります。Grafferアカウントの作成・使用をしなかった場合は
該当箇所のみの修正ができないため、１から申請し直しになり
ますのでご注意ください。
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●Grafferアカウントを利用しない方

申請の前に(Graffer)

入力したメールアドレスに、認証用のメールが届きますので、URLをクリックしてください。
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利用規約に同意する

ログイン、メール認証等が終了すると、右記の画
面に遷移します。
利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」
にチェックし、「申請に進む」をクリックしてく
ださい。
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申請者(保護者)の情報を入力する

①申請者(保護者)の情報を入力します。

※自宅電話は任意です。
メールアドレスは自動で入力されます。

全て入力が終わりましたら、「次へ進む」をク
リックしてください。

自動入力

記入例

自動入力
※Grafferアカウントを利用される方は、
「一時保存して次へ進む」、
Grafferアカウントを利用されない方は、
「次へ進む」が表示されます。
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対象者(入所児童)の情報を入力する

②対象者(入所児童)の情報を入力します。

※東条げんきクラブに入所希望の方は、加東市ス
クールバス利用に関する情報提供について、「同
意します。」にチェックをしてください。

開始日は、2026年4月1日～ 2027年3月31日の期間
のみ入力可能です。
終了日は、2027年3月31日まで入力可能です。
なお、月の途中で入退所された場合でも、料金の
日割りは行いません。

記入例）2026年4月1日～2027年3月31日
2026年5月1日～2026年8月31日

記入例
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対象者(入所児童)の情報を入力する

自動入力

児童の障害者手帳、療育手帳等をお持ちの方は、
「ファイルを選択」をクリックし、書類をアップ
ロードしてください。

入所を希望する児童が2名以上いる場合は、「新規
追加する」をクリックし、2件目以降も入力してく
ださい。
※最大5件まで入力することができます。

「1件名をコピーして追加する」を押すと、 1件目
で入力した情報を複写し、2件目を作成します。開
始日等が変わらない場合は、こちらをご活用いただ
くと便利です。

アフタースクールの土曜日利用の有無を選択は
現時点の予定で選択してください。
※入所調整に影響はしません。

記入例

鯉
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同居親族等の情報を入力する

自動入力

③同居親族等の情報を入力します。

就労されている方は、勤務先等、勤務先電話番号
を入力してください。

同一世帯全員分の情報を入力してください。
※「+もう1件追加する」をクリックすると、項目
を増やすことができます。
最大10件まで入力することができます。

記入例

○
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同居親族等の情報を入力する

自動入力

2ページ及び3ページを参照の上、家庭で保育を受ける
ことができないことを証する書類をアップロードして
いただきます。

①保護者が就労している：19ページ参照

②保護者が出産の前後である：21ページ参照

③保護者等が病気等である：22ページ参照

④保護者等が看護、介護等をしている：23ページ参照

⑤保護者等が就学、職業訓練中である：24ページ参照

⑥その他：25ページ参照
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同居親族等の情報を入力する

全ての事由の共通事項（その他以外）

その他以外の事由を選択すると
右の画面が表示されます。

①令和8年度入所申込の申請をしたことが
あるか

②提出した添付書類の内容に変更があるか

上記2点から判断し、該当するものを選択
してください。

※「①②を満たす」に該当する場合は
新たな添付書類は不要です。
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同居親族等の情報を入力する
事由① 保護者等が就労している

就労証明書等の「+追加する」をクリックしてくだ
さい。

就労証明書の「ファイルを選択」をクリックし、就
労証明書をアップロードしてください。
自営業・農業の方で、確定申告をしていない場合は、
収入を得ていることがわかる書類の
「ファイル選択」をクリックし、書類をアップロー
ドしてください。

就労証明書等、家庭で保育を受けることができない
ことを証する添付書類は、18歳以上65歳未満の同一
世帯全員分の添付書類が必要です。
「+もう1件追加する」をクリックすると、項目を増
やすことができます。
就労証明書は、最大5件まで添付することができま
す。
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同居親族等の情報を入力する
事由① 保護者等が就労している

添付した書類を削除したい場合は、削除をクリックします。「削除しますか？」と
ポップアップが出ますので、「削除する」をクリックしてください。

添付書類に問題がなければ、
「一時保存して次へ進む」又は「次へ進む」
をクリックしてください。
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同居親族等の情報を入力する
事由② 保護者等が出産の前後である

母子健康手帳 (出産される方の名前が記載された
部分)の「ファイル選択」をクリックし、出産さ
れる方の名前が分かる表紙をアップロードしてく
ださい。

また、同様に母子健康手帳 (出産予定日が記載さ
れた部分)の「ファイル選択」をクリックし、出
産予定日が記載されているページをアップロード
してください。
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同居親族等の情報を入力する
事由③ 保護者等が病気等である

診断書、身体障害者手帳等の「ファイル選択」を
クリックし書類をアップロードしてください。
※診断書、身体障害者等のいずれかを添付してください。

疾病名、障害名、身体の状態等、入院・通院状況、
入院・通院先、日中の身体等の状態を入力してください。
※全て必須項目です。
※最大5件まで入力できます。

記入例
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同居親族等の情報を入力する
事由④ 保護者等が看護、介護等をしている

身体障害者手帳、介護保険被保険者証等をクリックし
書類をアップロードしてください。
※介護を受ける方がお持ちの場合は相手方に

提供いただき、必ずアップロードしてください。

看護、介護の相手、
看護、介護の相手と保護者等との続柄、
看護、介護の場所、頻度、内容を入力してください。
※全て必須項目です。
※最大5件まで入力できます。

記入例
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同居親族等の情報を入力する
事由⑤ 保護者等が就学、職業訓練中である

記入例

在学証明書、学生証、職業訓練を受けることを証する
書類等の「+追加する」をクリックし、書類をアップ
ロードしてください。
※最大5件までアップロードすることができます。

※学生等で入学前の方は、入学後にこども教育課窓
口に直接提出してください。
※上記以外の方は、必ず書類をアップロードしてくだ
さい。

就学先、職業訓練先、場所を入力してください。
就学、職業訓練状況を入力してください。
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同居親族等の情報を入力する
事由⑥ その他

入所が必要と認められる事由を入力して
ください。
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放課後児童健全育成事業利用の確認及び同意

放課後児童健全育成事業利用に関し、12項目につ
いて確認及び同意をお願いします。
※必ずお読みください。

確認が終わりましたら、「以下の事項に同意しま
す。」にチェックを入れてください。

「一時保存して次へ進む」又は「次へ進む」
をクリックしてください。
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その他(住所変更の有無)

申請日以降、住所変更があるかどうか回答してください。

ある場合ない場合

①「ある」にチェックし、住所変更日(月まで入
力)を選択してください。※必須項目です。
②新住所が決定している場合は、入力してくだ
さい。※任意項目です。

「ない」にチェックし、「一時保存して、次
へ進む」をチェックしてください。
※必須項目です。
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申請内容の確認

申請内容を確認することができます。
申請内容を編集する場合は、「編集」をクリックし、適宜変更してください。
変更後は、「完了する」をクリックしてください。
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申請内容の確認

申請内容に問題がなければ、「この内容で申請する」を必ずクリックしてください。
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申請内容の確認
申請が完了すると、下記の画面に遷移します。
「申請内容はこちら(申請詳細)をクリックすると、申請内容等を確認することができます。
また、登録したメールアドレス宛に「申請受け付けのお知らせ」メールが届きます。
メール本文のURLにクリックすると、申請内容を確認することができます。
※この時点で、受付は完了していません。
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申請受付完了

こども教育課で内容を確認し、不備等がなければ、申請の受付が完了となり、「処理完了の
お知らせ」メールが届きます。
受付完了後は、申請内容等を修正することができません。修正がある場合は、こども教育課
(TEL：43-0546)に直接連絡をしてください。
なお、申請内容の確認等のため、登録された電話番号又はメールアドレスに連絡することが
あります。
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